
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

（平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）

（事
韻
の
確
認
籾
」‐要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
九
条
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

人
　
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合

イ
　
当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士

（司
法
書
士
法

（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
二
条
第

一
項
第
七
号
に
掲
げ
る

事
務
を
行
う
者
犀
涌
娑
単

，
全
７
Ｌ
俣
′
占
熙
比

）
が
顧
客
を
代
理
し
て

い
る
こ
と
。

口
　
・　
ハ
　
　
　
（隧
じ

九
を
除
く
。
）

イ

□
倒
留
判
劇
劉
３
日
判
厠
コ
副
∃
謝
刻
刻
刻
∃
到

ヨ
日
劉
刷
劉
割
刻
剰
剰
司
剖
「

ロー

コ賀
期
劉
洲
副
問
判
別
日
劉
矧
矧
刑
引
割
側
日
句
例
引
斡
刺

（事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
百
十
九
条
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

人
　
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合

イ
　
当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士

（司
法
書
士
法

（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
二
条
第

一
項
第
七
号
に
掲
げ
る

事
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
が
顧
客
を
代
理
し
て
い
る
こ
と
。

口
　
・　
ハ
　
　
　
（際
叩）

（新
設
）



瓢
割

∃

ヨ

司

劉

刊

呵

割

コ

劉

恕

捌

司

創

冽

賀

引

。
）
に
お
い
て
調
査
さ
れ
、
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
　
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第

一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ば
し
た
場
合
で
、　
一
日
の
取
引
に
お
い

て
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又

は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き

０

刊
刊
　
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第

一
号
ハ
又
は
二
に
掲
げ

る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ば
し
た
場
合

（法
第
四
十
六
条
の
二
、
第

四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
人
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
又
は
顧
客
の
注
文

の
内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
り
、

）

２
　
′ヽⅢ
４
第
士
号
の
利
益
は
、
前
条
第

一
項
第

一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行

為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
又

は
二
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
十

一
号

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利

益
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第

一
項
第
九
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
に
掲
げ
る

場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、

顧
客
に
対
し
、
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束

し
、
又
は
財
産
上
の
利
益
を
提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束

又
は
提
供
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
百
二
十

一
条
各
号

州
　
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第

一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ば
し
た
場
合
で
、　
一
日
の
取
引
に
お
い

て
顧
客
に
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又

は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き

十
　
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
代
表
者
等
が
前
条
第

一
号

ハ
又
は
二
に
掲
げ
る

行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ば
し
た
場
合

（法
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四

十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
人
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
又
は
顧
客
の
注
文
の

内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

２
　
前
項
第
九
号
の
利
益
は
、
前
条
第

一
項
第

一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
行

為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号

ハ
又

は
二
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
十
号
に

掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益

の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第

一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
、
法
第
二
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に

対
し
、
財
産
上
の
利
益
を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又

は
財
産
上
の
利
益
を
提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提

供
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
百
二
十

一
条
各
号
に
掲
げ

2



に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発

生
し
た
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福

岡
財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は

関
東
財
務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
百
七
十
七
条
　
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条

第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

人
　
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合

イ
　
当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士

（司
法
書
士
法
第

二
条
第

一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

副
引
。
）
が
顧
客
を
代
理
し
て
い
る
こ
と
。

口
・
ハ
　

（略
▼

九

剣
日

引

司
矧

易

旬
劉

コ

Ч

次十

日

冊
利

剰

て―
矧

祠

ヨ
卿

引

場
合

（前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
ｃ
）

イ

に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
司
法
書
士
法
第
二
条
第

一

項
第
七
号
に
規
定
す
る
額
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロー

刊
剣
副
剣
智
副
溜
コ
引
剰
劉
劉
引
川
割
引
潤
刺
周
倒
卸
郷
剖
刺

る
事
項
を
、
当
該
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た

本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（当
該

所
在
地
が
福
岡
財
務
文
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
福
岡
財
務

文
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
関
東
財

務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（事
故
の
確
認
を
要
し
な
い
場
合
）

第
二
百
七
十
七
条
　
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
九
条

第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
〈
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一
～
七

　

（略
）

大
　
和
解
が
成
立
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
場
合

イ
　
当
該
和
解
の
手
続
に
つ
い
て
弁
護
士
又
は
司
法
書
士

（司
法
書
士
法
第

二
条
第

一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
場
劉
―こ―
団
利
。
）
が
顧
客
を

代
理
し
て
い
る
こ
と
。

口
　
・　
ハ
　
　
　
（聴
叩）

（新
設
）

3



（金
融
商
品
取
引
業
協
会
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
複
数
の
委
員

（事
故
に
係

の
利
害
関
係
の
な
い
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
に
よ

コ

矧

目

引

観

到

側

引

ｄ

Ｉこ
―

司

引

詞

割

周

引

鍋

剖

引

劇

刊
　
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に

よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ば
し
た
場
合
で
、　
一
日
の
取
引
に
お
い
て
顧
客
に
生

じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る

財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き

（前
各
号
に

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。

刊

一‐
　
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
第
二
号
又
は
第
四
号

に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ば
し
た
場
合

（法
第
四
十
六
条
の

二
、
第
四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
人
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
、
第
二
百

人
十
二
条
第

一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
又
は
顧
客
の
注

文
の
内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
り

。
）

２
　
前
項
第
十
号
の
利
益
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十

一
号
に
掲
げ
る
場
合

に
お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
を
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第

一
項
第
九
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

九
　
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に

よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ぼ
し
た
場
合
で
、　
一
日
の
取
引
に
お
い
て
顧
客
に
生

じ
た
損
失
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る

財
産
上
の
利
益
が
十
万
円
に
相
当
す
る
額
を
上
回
ら
な
い
と
き
。

十
　
金
融
商
品
仲
介
業
者
又
は
そ
の
代
表
者
等
が
前
条
第
二
号
又
は
第
四
号
に

掲
げ
る
行
為
に
よ
り
顧
客
に
損
失
を
及
ば
し
た
場
合

（法
第
四
十
六
条
の
二

、
第
四
十
七
条
若
し
く
は
第
四
十
人
条
に
規
定
す
る
帳
簿
書
類
、
第
二
百
人

十
二
条
第

一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
仲
介
補
助
簿
又
は
顧
客
の
注
文

の
内
容
の
記
録
に
よ
り
事
故
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

）

２
　
前
項
第
九
号
の
利
益
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
ご
と
に
計
算
す

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

行
為
の
区
分
に
係
る
利
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
申
し
込
み
、
約
束
し
、
又
は
提
供
す
る
財
産
上
の
利
益
の
額
を
控
除
す

る
も
の
と
す
る
。

３
　
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第

一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
場

合
に
お
い
て
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九
条
第

A



九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に
対
し
、
財
産
上
の
利

益
を
提
供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又
は
財
産
上
の
利
益
を

提
供
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を
し
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
二
百
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該

申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
金
融
商
品
仲
介
業

者
の
本
店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（

当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡

財
務
支
局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
関

東
財
務
局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
項
た
だ
し
書
の
確
認
を
受
け
な
い
で
、
顧
客
に
射
し
～
財
産
上
の
利
益
を
提

供
す
る
旨
を
申
し
込
み
、
若
し
く
は
約
束
し
、
又
は
財
産
上
の
利
益
を
提
供
し

た
と
き
は
、
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
末
日
ま
で
に
、
第
二
百
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
申
込
み

若
し
く
は
約
束
又
は
提
供
に
係
る
事
故
の
発
生
し
た
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
本

店
そ
の
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長

（当
該
所

在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
福
岡
財
務
文

局
長
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
関
東
財
務

局
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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